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Abstract 

The electoral system of the House of Representatives in our country is composed of two different electoral 

systems: single-seat constituencies and proportional representation. They have their own merits and demerits. 

It is very difficult to decide which system is better than the other one. This issue is closely connected with 

that of Japanese political party system. The criterion of the value of electoral system and political party 

system depend on how fully the systems can reflect public opinion toward the achievement of good policy. In 

other words, the achievement of democratic and good governance is of vital importance. I would like to consider 

with this paper what should be the real electoral system and the real political party system through Laski’s 

study as the advocate of single-seat constituencies and through the recent reforms of electoral system in our 

country. 

1. はじめに

 わが国の衆議院の選挙制度は、小選挙区比例代表並立

制であり、小選挙区制と比例代表制という異質の二つの

選挙制度から構成されている。小選挙区制と比例代表制、

どちらの選挙制度にも一長一短があり、どちらが優れて

いると断ずることは容易ではない。この選挙制度と密接

に連関しているのが政党制である。選挙制度、政党制の

是非を論じる際のメルクマールは、民意を反映するかど

うか、良い政策を実施できるかどうかである。つまり、

民主的で良きガバナンスたり得るかどうかである。本稿

では、どのような選挙制度がよいのか、どのような政党

制が望ましいのかを、小選挙区制論者であるラスキの論 

考を通して、ならびに、わが国の選挙制度改革を踏まえ 
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ながら検討してみたいと考えている。２では、小選挙区

制と比例代表制のそれぞれのメリット、デメリットにつ

いて、３では、ラスキの選挙制度論、政党制論について、

４では、わが国の選挙制度改革とあるべき選挙制度、政

党制について論じることにする。 

2. 選挙制度の功罪

小選挙区制にも比例代表制にも、それぞれ長所、短所

がある。『政治学のトポグラフィ』のなかで、磯崎育男氏

が、長所、短所について、要領よくまとめているので、

それを基に作成したものを次に記載する（１）（表１、表２）。

その上で、長所、短所の各項目について、私自身の注釈

とコメントを述べることにしたい。その際、ラスキの見

解に言及することもある。また、この表のあとに、小選

挙区制に関する長所、短所に関して、磯崎氏以外の見解
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をいくつか追加して記載することにする（表３）。 

表１ 小選挙区制の長所と短所 

表２ 比例代表制の長所と短所 

比例代表制 

内容 ○各党派などの得票数に比例して議席を配分する方

法 

長所 ○社会の各集団の意思を多数・少数あるがままに議

会に反映しうる。 

○死票を最小限に抑えることができる。 

○社会の変化に対応した新しい政党の出現が容易で

ある。 

短所 ○社会の多様な少数派集団の意思も議会に反映され

るようになるので、意思決定に長くかかり、ある場

合には困難になる。 

○少数党の多党分立が促進される可能性が強くなる

ので、強力な安定した政権ができにくい。 

○有権者との緊密を欠く。 

○選挙費用がかかる。 

○選挙手段および結果の議席への変換手段が複雑で

わかりにくい。 

表３ その他の小選挙区制の長所と短所 

小選挙区制 

長所 ○政権交代が起きやすく、二大政党制になりやすい。 

○政治が浄化される。クリーンな政治になる。 

短所 ○死票が多い。死票とは議席に結びつかない票のこ

とである。 

○得票における多数と議席における多数が一致する

とは限らない。 

（１）小選挙区制の長所についてのコメント 

小選挙区制の長所の「強力な安定政権ができやすい」

という点についてである。過半数をとった政党による単

独政権であるので、強力な政治ができるという強みがあ

る。ラスキによれば、強力で安定した政治、政策本位の

内容性をもった政治が実現できる。一貫した政策を責任

を持って、果敢に断行できる（２）。 

「同士討ちが避けられる」についてである。小選挙区

制は、各選挙区とも１人しか当選しないので、予め候補

者の絞り込みがなされている。以前のわが国の衆議院の

中選挙区制（定数は２~６人、大半は３~５人）の場合、

政権与党は同じ選挙区から複数人立候補し、複数人当選

する必要があったために、野党の候補者だけではなく、

同じ政党の候補者とも闘う必要があったが、小選挙区制

になれば、このような同士討ちを回避できる。「選挙費

用が少なくてすむ」については、選挙区の面積が小さく

なるので、このようなことが期待できる。小選挙区制の

イギリスの場合は、選挙費用は１５５万円である。しか

し、日本の場合は、地域密着型の選挙になるので、かな

りかかるのではという指摘もある。 

「二大政党制になりやすい」については、これは長所

である、逆に長所ではないと見解が分かれるところであ

るが、小選挙区制の場合は組織力を持った大きな政党二

つが生き残る傾向にある。Ｍ・デュヴェルジェは、『政

治学入門』において、「一回投票・多数代表制には二党

制への傾向があること」「比例代表制には多党制への傾

向があること」という法則性の存在を提示した（３）。つ

まり小選挙区制は二大政党制になりやすいということ

である。さらに詳しく、『政党社会学』のなかで、デュ

ヴェルジェは論を展開している。「『単純多数一回投票制

度は、二党制に有利に働くのである。』この書物のなか

で、定義づけられるすべての仮説について、これはおそ

らく、もっとも精緻な、一つの真実の社会学的法則への

接近である。ほとんど完全な相互関係は、単純多数一回

小選挙区制 

内容 ○１つの選挙区に１人の議員定数を配分する方法 

長所 ○得票数で過半数がとれなくても議席数で多数が得

られやすいので、強力な安定政権ができやすい。 

○選挙区が相対的に狭い地域代表制であるので、有

権者は候補者を身近に知ることができる。 

○同党内の同士討ちが避けられる。 

○選挙の投票手続きおよび結果が簡単で誰でも理解

しやすい。 

○選挙費用が少なくてすむ。 

○政党の地方組織を強化しうる。 

短所 ○多数党に過大な代表制をもたらす。 

○社会の多様な利害を反映しにくい。 

○不公正な選挙区制がおこなわれやすい。 

○社会の変化に対応して発生している新党の出現を

妨げる傾向をもつ。 

○議員の行動があまりにも狭い選挙区の利害にとら

われる傾向がある。 
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投票制と二党制との間に著しく見られる。つまり、二党

制諸国は、単純多数方式の投票制度を使い、単純多数方

式の投票制度を採用している諸国は二党制である。例外

は非常に稀であり、そしてそれは一般的には、特殊な諸

条件の結果であるとして説明できるのである（４）。」この

相互関係の現出のメカニズムを、デュヴェルジェは次の

ように解明する。「単純多数一回投票制度の下で活動す

る三つの政党があるところでは、有権者が継続して第三

党に投票するとすれば、自分たちの票はむだになったと

いうことをただちに悟る。つまり、それゆえに、より大

きな害を防ぐために二つの対抗者のうちのより小さな

悪に、自分たちの投票を移譲する自然の傾向がでてくる
（５）。」確かに、イギリスも、アメリカも、小選挙区制で、

二大政党制に現になっている。 

これに対して、１９７９年サッチャー保守党政権の誕

生以降、イギリスにおいては、競争的二大政党制が終わ

り、日本のような一党優位体制になっているという見方

がある。これに石川真澄氏は賛意を示している（６）。ア

メリカにおいても、１９６９年から９３年までの四半世

紀のなかで、民主党政権はカーター政権の１期４年間で

あり、共和党一党優位制へ移行したのではないかと言わ

れた時期もあった。日本の鳩山一郎政権、田中角栄政権

が小選挙区制を中心とする選挙制度の導入を画策した

のは、自由民主党一党支配の強化のためであると言われ

ている。小選挙区制は基本的には二大政党制への傾向に

あるが、時には一党優位制になることもあるといえよう。 

「政治が浄化される」についてである。これについて

は福岡政行氏と石川真澄氏の対論がある。不正をした候

補者（汚職に手を染めた候補者）は、風当たりが強く、

小選挙区でトップになることができず、簡単に落選する。

むしろ小選挙区だからこそ落選し、政治は浄化されると

福岡氏は強調する（７）。これに対して、石川氏は、不正

候補者は自分の地元の小選挙区から立候補するので、む

しろ当選するのではと反論している（８）。１９９６年以

降、過去数回、日本では小選挙区制で衆議院選挙が実施

されたが、不正候補者は落選する場合もあれば当選する

場合もあり、どちらともいえない。政治の浄化が確実に

期待できるというわけではないようである。 

（２）小選挙区制の短所についてのコメント 

 死票（「死に票」ともいう）についてである。ある小

選挙区で、５人が立候補した。うち３名が２０％ずつの

得票率、１人が１９％の得票率、当選した１人が２１％

の得票率であった。この場合、７９％が死票になるとい

う仮説的な例示を、五十嵐 仁氏はしている（９）。これ

は極端な例であるが、日本の小選挙区での衆議院選挙で

は、毎回、死票の多さが問題視されていることも事実で

ある。 

「多数党に過大な代表制をもたらす」の例として、

一つに２０１０年のイギリスの下院選挙を挙げること

ができる。自由民主党が２３．０％の得票率で５７議席

であるのに対して、保守党は３６．１％の得票率で３０

７議席、労働党は２９．０％の得票率で２５８議席を獲

得している。自由民主党に比べて、保守党、労働党に、

得票率を上回る多くの議席が与えられているのが読み

取れる。これを五十嵐氏は、「膨らまし粉」（「膨らし粉」

ともいう）によるかさ上げと呼んでいる（１０）。二つに２

００９年のわが国の衆議院選挙を挙げることができる。

民主党が大勝し、政権奪還に成功した選挙である。小選

挙区で民主党は４７．４％の得票率で、２２１議席（７

３．７％）であったのに対して、自由民主党は３８．７％

の得票率で、６４議席（２１．３％）に過ぎなかった。

民主党が４７．４％の得票率で、７３．７％の議席率を

あげたという過大な代表制が表れているのをみること

ができる。吉田 徹氏は「４７％の得票で７４％の議席

獲得。民主党圧勝は民意といえるか？」と疑問を呈して

いる（１１）。「作られた多数派」であるといえよう（１２）。

小選挙区での二大政党制のもとでの選挙では、３乗比の

法則が働くという。議席数は得票率の３乗に比例すると

いう。第１党に過大な議席が生じるメカニズムが存在す

るのである。小選挙区制は、わずかな得票率の差が極端

な議席率の差となってあらわれるという意味で、民意の

ねじまげが起きやすい選挙制度であるといえる。この点

を二大政党制論者のラスキも懸念しており、「一つの政

党に、全国で勝ち得た総支持数とは釣り合わない多くの

議席を与えるという弊害を生む」と述べている（１３）。 

「得票における多数と議席における多数が一致すると

は限らない」についてである。得票で第一党になった政

党が、本来、議席数で第一党になるべきであるが、そう

ならないことがある。つまり、得票で第二党であった政

党が議席で第一党になる場合があるということである。

得票の多数と議席の多数の不一致である。イギリスの過

去の下院選挙ではこのようなケースが数回発生している。 

「社会の多様な利害を反映しにくい」とは、第３党以

下が議席を得にくいという意味である。３乗比の法則が

ここでも働いている。３乗比の法則によれば、第１党は

過大な議席を得るが、第３党以下は過小な議席しか得る

ことができない。上記の２０１０年下院選挙で、自由民

主党が２３．０％の得票率で５７議席であるのに対して、

労働党は２９．０％の得票率で２５８議席も獲得してい

る。得票率はわずか６．０％差しかないにもかかわらず、

議席数は２００議席以上の開きがある。石川氏によれば、
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「１９８３年の下院議員総選挙で、自由党と社会民主党

の『連合』は得票率で２５．４％をあげたが、議席数で

はわずかに３．５％の２３議席にとどまった（１４）。」小選

挙区制は得票率の割には議席をほとんど得られないとい

う点で、第３党以下には非常に厳しい選挙制度であると

いえる。民意の正確な反映という点では望ましい選挙制

度であると言うことは極めて困難である。 

（３）比例代表制の短所についてのコメント 

 「意思決定に長くかかり、ある場合には困難になる」

については、ラスキも同様の次のような指摘をする。群

小団体が林立し、一貫した意思決定が困難である。一貫

性を持った立法が不可能である。政策の一貫性と内容性

が喪失する（１５）。また、次のようにもラスキは言う。少

数内閣、連立内閣のもとでは、政治的かけ引きが政策論

にとってかわり、政府の政策は勇断と一貫性に欠ける（１

６）。 

 「少数党の多党分立が促進される可能性が強くなるの

で、強力な安定した政権ができにくい」については、ラ

スキも同様の次のような指摘する。短命政権になる可能

性が高く、一貫した政策を実施できない。弱体政府にな

る（１７）。比例代表制をとっていた戦間期のワイマールド

イツは、１９３０年代に民主主義体制が崩壊し、ナチス

ドイツの全体主義が発生した。同じ比例代表制のスペイ

ンでも、１９３０年代にフランコ独裁体制が生じた。こ

のような歴史的現実を直視し、これと対決したラスキは、

比例代表制、多党制による危険な帰結に、警告を発して

いるのである。ここでいう多党制は、サルトリーが分類

した極端な多党制に相当するものである。 

「有権者との緊密を欠く」とは、次のような二つの理

由からである。一つは、比例代表制は、政党を選ぶ選挙

である。投票用紙には候補者名ではなく、政党名を記入

する。有権者は候補者を直接選ぶことはできない。政党

を媒介して間接的に選ぶかたちである。但し、拘束名簿

方式でなく、非拘束名簿方式であれば、投票用紙には候

補者名を書いても構わない。二つは、選挙区の面積が広

く、候補者の資質を有権者は身近に知ることができない。

日本の衆議院の比例区の場合は、全国を１１ブロックに

分けているが、１ブロックの面積は広い。参議院の比例

区の場合は、全国を１区とするかなり広すぎる選挙区で

ある。 

「選挙手段および結果の議席への変換手段が複雑でわ

かりにくい」についてである。小選挙区制は首位当選制

度であるので、選挙の投票手続きおよび結果が簡単で誰

でも理解しやすい。これとは対照的に、比例代表制は複

雑でわかりにくい。純粋な比例配分であれば、端数が発

生するので、日本、ベルギーは、ベルギーのドント教授

が考案したドント式を採用している。各政党の総得票数

を整数の１、２、３、４・・・で順に割っていき、得ら

れた商の大きい順に議席を、各党に配分する方式である。 

３．ラスキの選挙制度論・政党制論 

 ラスキは『議会・内閣・公務員制』（１９５０年）を書

いているが、そのなかで、政党制と選挙制度について記

述しているところを、これからみていきたい。先ず、政

党制についてである。この書のなかで、バジョットが、

１８６０年代に、現在の形の二大政党制に信用状を与え

たことを高く評価している（１８）。バジョットが活躍して

いた時代の二大政党の議員の構成とそこから何が読み取

れるかについて、ラスキは次のように考察している。「１

８６５年のホイッグ・自由党は、地主階級の利益を代表

する議員１９５名、陸海職業軍人を代表する議員５１名

を擁していた。トーリー党では前者１９９名、後者６５

名であった。両者の相違はそれほど著しくない。しかし、

１８６５年には、ホィッグ党・自由党では、地主である

が同時に金融・商業にもまた利害関係をもっている議員

が３５０名以上いたのに対し、トーリー党では僅かに１

３６名であった。・・・１９００年における下院では、自

由党に僅か３０名、これに対し保守党に１５０名の地主

がいた。・・・１８６７年の選挙法改正に至るまで、下院

は、数の危険に対して財産を擁護することを目的とする

機関であると、ほぼ自認していた。・・・下院は本来財産

所有者の機関ではないと考えることは、１８６８年のグ

ラッドストーン政府のときまで困難であった―トーリー

党は土地利益、ホィッグ党および後の自由党は商工業の

利益を擁護したいと考えていた。両党とも自由放任政策

を強く望んでいた。そして工場法のような集産主義的立

法はあったが、政府が個人の生活に干渉すべきであると

いう理論は、立法において例外的であり、常態ではなか

った。・・・１８６８年以前、下院が有閑集会の観を呈し

たのは・・・政府が社会の中で最も援助を必要とする人々

に殆ど注意を払わなかったという事情に由来するのであ

る。１８７０年の教育法以前には、教育問題の審議に殆

ど時間が費やされていない。住宅あるいは失業、あるい

は産業組織にも時間が費やされていない。公衆衛生だけ

が１８７４年のディズレーリー政府以後引きつづき議員

たちの関心の対象であった（１９）。」このようにラスキは、

二大政党の議員の構成から分析をしている。ホイッグ・

自由党は、地主階級だけではなく、次第に金融・商業の

諸利益を擁護し、これに対して、トーリー・保守党は、

地主階級の利益を擁護代弁するという傾向性の違いを読

みとることができる。しかし、両党とも自由放任政策を
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望んでおり、教育、住宅、失業などに対する関心は低い。

両党の相違は大きくなく、有閑階級の利益の擁護という

前提の同一性を、ラスキは指摘している。ラスキはここ

で明言していないが、一般的には両党の同一性、イデオ

ロギー距離の小ささが、二大政党制の存続の大きな要因

であることを、ラスキの考察から導き出すことができる。 

 「１８６８年以後、状勢は変化をみせ始める。・・・労

働組合が相当の勢力をもった圧力団体となり始め

た。・・・都市化の進行、鉄道の発達、公衆の保健が考慮

されねばならない新しい次元、読み書きの能力に対する

産業化の要請、自己擁護のために団結しようとする労働

者の断固たる努力・・・こういった事情がさまざまな問

題を生み、心ある者は、みな真剣にこの事態を注視し、

政府の干渉によってのみ解決しうると考えたのであっ

た。・・・元来ホィッグ党的思想が圧倒的優位をもってい

た自由党を、急進派的思想が優位を占める政党に変革」

し、また一方において保守党も、「労働者階級の投票者に、

トーリー主義は民主的であると考えるように訴えるこ

と」が可能になった（２０）。 

以上のように、ラスキは述べた上で、次のように結論

づける。「１８３２年より１９２４年に至る間、国家を統

治する権力を相互に分かち合った二大政党が、共通の原

理体系のうち、どの点を強調するかについてのみ、対立

していたという事実を物語っていることに他ならない。

二大政党が共有していた原理体系の枠外に出ない点で意

見を一にしていたということは、両党にとって殆ど自明

の事実であった。・・・１９０６年以後・・・労働党が頭

をもたげてくるや、自由党は大規模な社会立法を実施せ

ざるをえなくなった（２１）。」イギリスの二大政党の前提は

同一であり、両党の相違は強調点の相違に過ぎないこと

を、ラスキは強調している。イギリスの産業化の進行に

伴い、両党とも資本主義政党になったとの解釈である。

保守党は、地主階級の利益に重点を置きながらも、次第

に資本家階級の利益を擁護するようになり、自由党は主

として資本家階級の利益の擁護に向かっている。しかし、

２０世紀初頭の労働党の台頭のなかで、自由党は積極的

に社会立法を実施する政党に変わったが、それでも、自

由党は保守党との共通原理体系から逸脱することはなか

ったという見方をラスキは示していることが理解できる。 

 続けてラスキは次のように述べる。「１９１４年の第一

次世界大戦勃発まで、イギリスには二つのグループに分

かれた一つの政党によって統治され、各グループは、行

動に関する主要な点で、同一原則を受け入れるのにそれ

ほど困難ではなかったと称しても誤りない。・・・そして、

労働党が政治の舞台に登場してきたため、このような主

要原則をある程度新しい事態に適応させてゆかざるをえ

ないであろうという感じが、１９０６年以後次第にはっ

きりしてきた。１９０６年の労働組合争議法、１９１３

年の労働組合法・・・このような立法に対する自由党の

見解は、立法事態を直接に歓迎するよりも、むしろ、立

法を発案することによってのみ、自由党と労働党との半

ば公然たる連携に亀裂が入るのを永久に避けうる、とい

う認識に立っていたと思われるのである。自由党と保守

党は・・・両党の首脳部間に意見の一致があった。他の

問題に関する上院の権限については、種類よりもむしろ

程度の点で、意見が分かれていたと思えるのである。・・・

保守党は・・・自由党より、遥かに緩慢な度合の変革を

望んでいた（２２）。」保守党と自由党は二つのグループに分

かれた一つの政党であると表現しているように、両政党

とも同一原則の上に成り立つ政党であり、これこそが二

大政党制の特徴である。このような分析をラスキが提示

していることが読み取れる。両党の相違は、種類の相違

ではなく、程度の相違でしかないという見方である。但

し、自由党の方が、保守党と比較して、社会立法にはあ

る程度熱心であるが、これは程度の相違でしかないとい

う意味であろう。しかし、二大政党制であっても、ある

程度の社会改革が期待できるということが示唆されてい

るともいえる。 

 ラスキは、著作論文の「議会の源」（The Mother of 

Parliaments）のなかでも、二大政党の同一性を述べてい

る。「主要な二党は、一般的に、イギリスのあるべき生活

様式について合意していた。・・・基本的見解について根

本的合意があった。反対党が政権についた時に、社会生

活の根本様式に変更を求めることはなかった（２３）。」つま

り、改革を求める野党が政権についた時に、ついた途端

に保守化し、根本的変革をすることはなかったという意

味である。もちろん根本的ではない変革は十分に可能で

あるが。 

 それでは、『議会・内閣・公務員制』の記述に戻ること

にする。第一次大戦後、イギリスの二党制の大きな転機

が到来する。ラスキによれば、「１９１８年の・・・選挙

は、自由党が以後勢力を回復できない急速な凋落の始ま

りであった。１９２２年以降、労働党は常に正式の野党

か与党であった。・・・政府の活動が許される範囲が・・・

根本的変化を経験しつつあるという事実が、次第に明ら

かになってきた。・・・・・下院における保守党の構成を

吟味すれば。その所属議員は、世襲貴族、名門、銀行家、

金融業者、法曹家、実業家、稀に教師、退役陸海軍人、

少数の医師、ジャーナリスト等々である。・・・・・・労

働党のほぼ半数は、労働組合の前役員か、あるいは、生

涯の重要な部分、手労働に従事していたり、労働組合員

であった人々から構成されているのが常である（２４）。」第
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一次大戦後、自由党が衰退し、代わりに労働党が第二党

に躍進する。第一党の保守党と第二党の労働党の構成メ

ンバーをみることを通して、その政党がどの階級の利益

の擁護者であるかを探るラスキのアプローチは、ユニー

クなものであるという印象を受ける。政府の干渉の範囲

の拡大をラスキは期待している面があるが、それは二大

政党制で可能になるとラスキはみている。 

 次に選挙制度についてのラスキの見解をみてみること

にする。「現行法では下院において政党の占める議席数と、

選挙民が与える投票数とが一致していないし、独自の政

見を有する小党派に不利であるという理由から、比例代

表制・・・の採用を絶えず主張している人々のたゆまぬ

努力を述べることも省いてはならない。・・・大政党組織

から全く独立した議員は、この組織の勢力を制して勝利

を博しうる選挙区を見出すことが、以前に比べていっそ

う稀になりつつあるのは遺憾なことだとも論じられてい

る。・・・これらの批判は、いずれも強いて言えばそれほ

ど根拠のあるものとは思えない（２５）。」小選挙区制におけ

る得票数の多数派と議席数の多数派の不一致、ならびに

小党派にとって不利であるということについて、小選挙

区制論者であるラスキですら懸念を表明していることが

窺える。また、比例代表制を求める人々の努力をラスキ

自身、多とする姿勢である。しかし、最終的には比例代

表制論者の主張は、根拠のあるものではないと、ラスキ

は一蹴している。 

 ラスキは比例代表制について反対である。ラスキによ

れば、「議会の全期間、内容の充実した重要な政策を下院

で通過させるにふさわしい、十分な権力をもつところの

安定した行政権が存在しなければならないことを私は強

く信じているため、さまざまな形の比例代表制、あるい

はこれと同じような選択投票の如き試みを弁護する見解

には全く賛成できない。・・・・・・比例代表制は規律の

弛緩、過度の妥協、・・・・政策よりも策略の政治、行政

権の安定性に対する絶えざる脅威を促進する、遠心的な

影響を及ぼす。比例代表制が議員と選挙民との緊密な関

係を破壊することは決して普遍的でないにしても、甚だ

しいと考えられる。私の知る限り、それは政党のボスの

権力を必ず増大させ、従って議員の独立を減ぜしめる（２

６）。」つまり、比例代表制には、行政権の安定性が得られ

ない。強力な行政が施行されない。連立政権となり、政

党間の妥協、一貫した政策よりも策略の政治に陥ってし

まうことに、ラスキは極めて批判的で、懐疑的であるこ

とが、ここから窺える。  

「議会の源」のなかでも、ラスキは次のように述べて

いる。「一般的に自由党にとって、特にラムゼイ・ミュア

教授にとっては、比例代表制は優れた制度である。しか

し、大多数の観察者は、比例代表制のヨーロッパ大陸で

の作用をみれば、その選挙制度に求められた価値と統治

の実践的な効率性とが矛盾に満ちていることに、合意す

る（２７）。」つまり、ヨーロッパ大陸で多く採用されている

比例代表制では、効率的な政治ができないことを、ラス

キは批判しているのである。  

 『議会・内閣・公務員制』のなかで、少数党政府につ

いても、ラスキは批判的である。「経験上、少数党政府が

殆ど常に好ましいものではないという点で、大抵の観察

者の意見は一致するであろう。この形態の下では、長期

計画を建てようとする努力が見られない。・・・少数党政

府は、常に不安定な政府であり、臆病でもある。少数党

内閣で、一連の明確且つ首尾一貫した法案を議会に提出

しようとするものは稀にしかない。・・・彼らは常に脆弱

な政府である。というのは、彼らが必要であると信ずる

法案でも、円滑に行きそうにないと懸念するときはいつ

でも、提出を回避するのが常だからである。・・・これこ

そ、１９２４年および３１年に、少数党であった労働党

政府の遭遇した運命である（２８）。」以上のように、少数党

政府は不安定で、脆弱で、首尾一貫した政策を断行でき

ない点で、ラスキはこのような政府を好ましくないもの

としてみている。 

 第一次大戦から第二次大戦までの戦間期は、保守党と

自由党による二党制から保守党と労働党による二党制へ

の過渡期であるが、この時期に現出した少数党内閣の経

験について、反省の意を込めながらラスキは考察してい

る。「議会の源」によれば、「労働党政府が政権についた

時、状況は必然的に悪化した。少数党政府としてのその

立場・状況は、下院のタイムテーブルをコントロールす

ることができないことを意味している。そのことは、持

続的な希望を持って、ある政策を遂行するのに必要な権

威の喪失を意味している（２９）。」 さらに次のように、ラ

スキはいう。「少数党政府は、会期の全期間、生き残るこ

とを望むことができないので、左翼政党が政権の座にあ

る間、貴族院は、政府の立法の大半を破壊するという傾

向によって勇気づけられ、それゆえ、十全たる創造性の

希望を否定するという傾向によって、勇気づけられるの

である（３０）。」 

 ラスキは「政党の地位と解散権」（The Position of 

Parties and the Right of Dissolution）のなかで

も、少数党政府について詳細に論じている。「労働党が政

権にある。しかし、その国会議員は、数では下院の３分

の１以下である。保守党が最大政党である。・・・自由党

は立法府のわずかに４分の１しかいない。それゆえ、私

たち労働党が占めている立場は、政府に反対する一つ以

上の政党の同意がなければ、政府は法案を通すことがで
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きないという状況である。そのタイムテーブルは、現代

の立法手続きの根拠でもあるが、反対党の著名な部分の

好意によってしか通らない。労働党政府はいつでも失敗

する危険性をはらんでいる。労働党政府はその固有の明

確な党原理の観点から政策を遂行することができない（３

１）。」つまり、少数党政府は、野党に依存せざるを得ず、

自力で法案すらも通すことができなかったという現実を、

再確認し、過半数を制した単独政権が望ましいというこ

とを、ラスキは示唆しているのである。 

 また、「政党の地位と解散権」のなかで、ラスキは次の

ように述べている。「首相が多数を持たないで政権の座に

あったときに、議会制度はかなり複雑なものになること

は明らかである（３２）。」この複雑な事例として解散がある。

「毎年解散の期間が発生することによって、大きな立法

化すべき政策を遂行することは妨げられるだろうし、結

局、議会制度の安定性に対する一般的信頼もかなり損な

われてしまうことになるだろうことは、明白である。そ

れは効果的な行政の可能性を破壊するであろう。という

のは、政権の座にあって、どの大臣も、大きな政策を考

案したり、それを細部にわたって適用したりするのに十

分な時間をもつことはないであろうからである。要する

に、解散の頻発は、ガリバー旅行記のリリパット国とい

う小人国の政治を意味しているだろう。社会的不満が大

きい時代に、リリパット国の政治は災難に至る近道であ

るといえる（３３）。」つまり、少数党政府では、頻繁な解散

を招き、じっくりと腰をすえて、政策課題に取り組むこ

とができず、効果的な行政も行うことができない。議会

制度の安定性が損なわれるということを、ラスキが憂慮

していることが読み取れる。 

 それでは、また『議会・内閣・公務員制』の記述に戻

ることにする。連立政府については、すべて好ましくな

いと、ラスキは述べているわけではない。戦時の連立政

府と平時の連立政府を区別している。戦時の連立政府に

ついては、否定的ではない。「労働党が、１９４０年５月、

首相としてのチャーチル氏の下で、連立に参加すること

に同意したとき、全国民の心に、霊感のごとき変化がお

こったことは、イギリス国民にとって到底忘れられない

ことであるし、また将来も記憶に残る事実である（３４）。」 

しかし、ラスキにとっては、平時における連立政府は

望ましくなく、１９３１年以降の連立内閣に苦言を呈し

ている。例えば、対外政策について、「この内閣は、満州

に関し、中国のために何ら尽力をしようとしなかっ

た。・・・フランコ将軍がスペインの立憲共和国政府に反

抗したとき、この内閣は役にもたたない不干渉政策の音

頭をとり・・・スペインにおけるファシズムの成立を助

けた。・・・彼らはヒットラーのオーストリア占領を許し、

その際に、単に言葉の上で抗議したに止まった（３５）。」ま

た、ラスキは、連立内閣は議会政治の過程に有害な影響

を及ぼすと述べた上で、「連立内閣は責任を曖昧にし、争

点を明確に輪郭づけることを不可能にし、問題について

現実的な討論をすることを妨げる」と断じる（３６）。連立

内閣においての労働党のあるべき姿について、ラスキは

次のように論じている。労働党の党首を首班とする連立

内閣において、首相は「社会主義の大胆な法案を提出し、

これをめぐって彼を倒そうとする野党に挑戦し、もし敗

れれば、総選挙を断行し、選挙民に創意にみちた一連の

提案を心から訴えることが、最もよい政策であったであ

ろう（３７）。」このように、ラスキは平時における連立内閣

に批判的であり、責任と争点を明確にし、果敢に政策を

断行できるような政権の在り方が望ましいと考えている。

しかし、社会主義の大胆な法案を提出した場合、資本主

義の根本原則を侵害することになれば、二大政党制は存

続しない可能性もあることに、ラスキは気がついていな

いようである。ある程度の譲歩を、資本主義の真正政党

から引きだすことは可能であるが、あくまでもある前提

の範囲内である。 

４．おわりに 

小選挙区制の長所を生かし、短所を減らす。比例代表

制の長所を伸ばし、短所を減らす。このことが可能にな

るような選挙制度は、どのようなものであるべきか。ま

た選挙制度と連動している政党制はどのようなものが望

ましいのかについて、最後に考察したい。 

次のような条件の充足が必要になる。死票を最小限に

抑えることができる。得票率の差が議席率の極端な差に

なるような民意のねじまげが起きないようにする。第３

党以下が議席を得にくくならないように、民意の正確な

反映ができる。一貫した意思決定ができる。一貫した政

策を果敢に断行できる。行政権の安定性が得られる。社

会改革が期待できる。国民全体のための政策を積極的に

遂行する。 

以上の条件は大きく三つに分類できる。一つは、民意

を反映する、二つは政局が安定する。三つは、良い政策

を実施できるである。二つ目の政局の安定性は、ワイマ

ールドイツにおける分極的多党制から、一党制が発生し

たという反省から必要な条件である。この三つの条件が

すべて可能になるような完璧な選挙制度は、残念ながら

存在しない。単純小選挙区制、および完全比例代表制を

回避し、小選挙区制と比例代表制とを組み合わせるとい

う次善の選挙制度を考えるしかないだろう。小選挙区比

例代表並立制、小選挙区比例代表併用制、小選挙区比例

代表連用制のなかで考えていくことが望ましいと思われ
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良いガバナンスとしての選挙制度と政党制

る。 

現在のわが国の衆議院の選挙制度は小選挙区比例代表

並立制である。小選挙区の定員が３００（後に２９５）、

比例区が２００（後に１８０）で、小選挙区の割合が高

い。そのため、１９９０年代半ば以降、二大政党制化の

傾向がみられる。あるいは時には一党優位制化の傾向が

みられることもある。民意の正確な反映という点では問

題があるが、形式的には連立政権で、「小選挙区制に比例

代表制を組み合わせたことで、小規模政党が生き残った」

と辛うじていえる（３８）。 

『二大政党制批判論』の著者の吉田徹氏によれば、多

党制のもとでも、永続的で安定的な内閣を持つ国は存在

しているとして、第二次大戦後の西ドイツをその例とし

て挙げている。穏健な多党制が望ましい政党制であり、

それと密接に関連したレイプハルトのいう「多極共存型

デモクラシー」を高く評価している。オランダ、オース

トリア、ベルギー、スウェーデンなどのヨーロッパの小

国でみられ、連立政権、多党制、比例代表制、コーポラ

ティズム的な利益媒介を特徴としている。そこでは、貧

富の格差が小さく、女性の政治進出が高く、国政での投

票率が高く、海外援助が高いなどのように、デモクラシ

ーの質の高さを誇っている（３９）。このようなデモクラシ

ーをわが国で実現するためには、現行の衆議院の小選挙

区比例代表並立制のなかで、小選挙区の選挙区数を漸減

させ、比例の割合を増やすといった、新たな制度改革が

必要だと、吉田氏は主張する（４０）。この提案は、民意の

反映、政局の安定性、国民のための政治の実現という三

つの要件を充足しており、望ましい選挙制度、政党制で

あると考えられる。中北浩爾氏も、『現代日本の政党デモ

クラシー』のなかで、「重要なのは、衆議院の選挙制度に

ついて比例代表制の比重を高め、穏健な多党制に移行す

ることであろう」と述べている（４１）。 

イタリアの政治学者のサルトリーは、望ましい政党制

として、二党制（二大政党制）と穏健な多党制を挙げて

いる。穏健な多党制の場合は、上記にあるように、民意

の反映、政局の安定性、国民のための政治の実現という

三つの要件を充たしているが、二党制は、政局の安定性

はあるが、民意の公正な反映という点では不十分である

と考えられる。小選挙区制のもとでは、民意の捻じ曲げ

が発生しているという状況はこれまで説明してきたこと

からも明らかである。国民のための政治の実現という点

では、二党制のもとでも実現している場合があれば、実

現していない場合もある。一概には言えないと私は考え

る。吉田氏は、１９８０年代以降、「新自由主義（ネオ・

リベラリズム）は、アメリカとイギリスという、二大政

党制の国で徹底された」と指摘している（４２）。新自由主

義とは、政府機能の縮小、社会保障支出の削減、規制緩

和と民営化等である。つまり、新自由主義が席巻したア

メリカとイギリスという二大政党制のもとでは、国家の

相対的自律性が低下したことを意味しているといえるの

だろう。国家（政府）が、経済権力から自律して国民の

ための政策を遂行する度合がかなり低下している解せら

れる。吉田氏は、「敵対的な二党制は新自由主義と親和的

である」と述べている（４３）。確かに、アメリカのオバマ

民主党政権が打ち出した国民皆医療保険制度の導入に対

して、共和党の激しい糾弾によって、政治が機能不全に

陥り、国家の相対的自律性が低下するに至っていること

は事実である。 

ネオ・マルクス主義者のプーランツァスによれば、国

家の相対的自律性は、二党制レジームを伴った執行部優

位の場合よりも、多党制レジームを伴う立法部優位の場

合の方が、あるいはさらに、多党制レジームを伴った執

行部優位の場合の方が重要性を持ち得る（４４）。つまり、

二党制レジームは、そもそも、国家の相対的自律性が役

割を果たすことが必ずしも高くはないということである。

しかし、アメリカのルーズベルトによるニューディール

政策、第二次大戦後のイギリスの労働党政権の政策にみ

られるように、二党制でも国家の相対的自律性が許容さ

れる場合があることもプーランツァスは認めている（４５）。 

もちろん、多党制レジームを伴った執行部優位の場合、

これは穏健な多党制の場合を指していると解せられるが、

この場合の方が、国家の相対的自律性が重要な意味を持

ち得る。プーランツァスの所説を考慮し、選挙制度には、

ある程度の比例代表制の導入が必要であろうと私は考え

る。上述の通り、わが国の現行の小選挙区比例代表並立

制において、比例区の割合を増やすという方法でも構わ

ない。あるいは、戦後の西ドイツが導入した小選挙区比

例代表併用制も参考になるのではないかと考える。これ

は、比例代表制を基本にした小選挙区制度の組み合わせ

で、５％阻止条項を有している。二票制で、第一票は小

選挙区の候補者へ投ずる。第二票は各政党に投ずる。各

政党に投ぜられた票に基づいて、全議席がドント式で比

例配分される。先ず半分の議席は小選挙区の当選者が入

る。残り半分の議席は比例代表の名簿から入る（４６）。比

例代表制を基本とすることにより、民意を公正に反映で

きるというメリットがあるといえる。これに小選挙区を

組み合わせ、かつ５％阻止条項を導入することにより、

ミニ政党の乱立等を防止し、政局の安定性を確保するこ

とができる。国家の相対的自律性の一層の顕現が、この

併用制のもとにおける穏健な多党制において、大いに期

待することができるだろう。 
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に欠ける。その一方で、単純多数制を採る場合には

単独過半数内閣が形成されることが多く、このよう

な政府は迅速な政策決定を可能にするので、より効

果的な政策運営につながる、とする議論である。こ
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